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原料費調整制度に基づく 

平成２６年１２月のガス料金について  

 

平成２６年１０月３０日 

北陸ガス株式会社 

 

北陸ガス株式会社は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年１２月検針分に適用

される従量料金単価の見直しを行いました。 

その結果、別紙のとおり、平成２６年１１月検針分に比べて従量料金単価を、   

新潟地区、川口地区は１㎥あたり０．１８円(税込)、長岡地区、越路地区、三島地

区・与板地区、三条地区、栃尾地区は１㎥あたり０．１７円 (税込)、それぞれ引き

下げさせていただくこととなりました。 

標準的なご家庭(月間のガスご使用量が、新潟地区、川口地区は４２㎥、長岡地区、

越路地区、三島地区・与板地区は４３㎥、三条地区、栃尾地区は４５㎥の場合)では、   

平成２６年１１月適用料金と比べて１カ月あたり、新潟地区、三条地区、栃尾地区

は８円(税込)、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区、川口地区は７円(税込)

の引き下げとなります。  

 

今回のガス料金の調整は、平成２６年７月～９月のＬＮＧおよびプロパン平均価

格(貿易統計値)により算定された平均原料価格が、前期(平成２６年６月～８月)よ

り下がったことによるものです。 

 

なお、平成２６年１２月検針分に適用する料金につきましては、当社の本社およ

び支社等の店頭での掲示や、検針時に各戸にお届けする「ガス使用量のお知らせ  

（検針票）」等で、あらかじめお知らせいたします。 

以 上 

 

＜お問い合わせ先＞ 

北陸ガス株式会社 

総合企画グループ 星野 

TEL 025-245-2214 
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＜別 紙＞ 

料 金 表 （平成２６年１２月） 

 

● 供給約款料金(各月のご使用量に応じてＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄいずれかの料金表が適用されます) 

平成２６年１１月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり、新潟地区、川口地

区は０．１８円（税込）、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区、三条地区、栃尾地区は     

０．１７円(税込)の引き下げとなります。 

なお、基準従量料金単価に対して、新潟地区では＋９．６５円(税込)、長岡地区、越路地区、

三島地区・与板地区では＋９．１８円(税込)、三条地区、栃尾地区では＋８．９４円(税込)、

川口地区では＋９．４１円（税込）調整して料金を算定いたします。 

また、基本料金は変わりません。 

 
①新潟地区（４５メガジュール／㎥）                        （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ５６１.６０円 １５６.０５円 

料金表Ｂ １８㎥超～９３㎥まで ８４１.３２円 １４０.９９円 

料金表Ｃ ９３㎥超～３２５㎥まで １,０００.０８円 １３９.３１円 

料金表Ｄ ３２５㎥超～ ３,２２２.７２円 １３２.４７円 

 

②長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（４３メガジュール／㎥）       （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１９㎥まで ５６１.６０円 １４９.０７円 

料金表Ｂ １９㎥超～９７㎥まで ８４１.３２円 １３４.６８円 

料金表Ｃ ９７㎥超～３４０㎥まで １,０００.０８円 １３３.０７円 

料金表Ｄ ３４０㎥超～ ３,２２２.７２円 １２６.５４円 

 

③三条地区、栃尾地区（４２メガジュール／㎥）                 （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１９㎥まで ５６１.６０円 １４５.５７円 

料金表Ｂ １９㎥超～９９㎥まで ８４１.３２円 １３１.５２円 

料金表Ｃ ９９㎥超～３４８㎥まで １,０００.０８円 １２９.９５円 

料金表Ｄ ３４８㎥超～ ３,２２２.７２円 １２３.５７円 

 

④川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥）                 （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ５６１.６０円 １５２.４０円 

料金表Ｂ １８㎥超～９５㎥まで ８４１.３２円 １３７.６９円 

料金表Ｃ ９５㎥超～３３２㎥まで １,０００.０８円 １３６.０５円 

料金表Ｄ ３３２㎥超～ ３,２２２.７２円 １２９.３７円 

 

【ガス料金の計算式】 

１カ月のガス料金 ＝ 基本料金＋ガス使用量×従量料金単価 

（上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 
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標 準 家 庭 に お け る 影 響 
 

①新潟地区（４５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成２６年１２月料金 平成２６年１１月料金 増減額 増減率 

４２㎥ ６，７６２円 ６，７７０円 ▲８円 ▲０.１２％ 

 

②長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（４３メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成２６年１２月料金 平成２６年１１月料金 増減額 増減率 

４３㎥ ６，６３２円 ６，６３９円 ▲７円 ▲０.１１％ 

 

③三条地区、栃尾地区（４２メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成２６年１２月料金 平成２６年１１月料金 増減額 増減率 

４５㎥ ６，７５９円 ６，７６７円 ▲８円 ▲０.１２％ 

 

④川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成２６年１２月料金 平成２６年１１月料金 増減額 増減率 

４２㎥ ６，６２４円 ６，６３１円 ▲７円 ▲０.１１％ 

※標準家庭のガスご使用量は、当社におけるご家庭１件・１カ月あたり平均（平成１８年度～ 

２２年度の５年間平均）に基づいております。 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 
 

 
平成２６年 

７月～９月原料価格 
平成２６年 

６月～８月原料価格 
基準平均原料価格 

ＬＮＧ平均価格 
(貿易統計値) 

８４,７００円／ｔ ８５,０００円／ｔ ６６,１５０円／ｔ 

プロパン平均価格 
(貿易統計値) 

８８,６５０円／ｔ ８９,５４０円／ｔ ６８,０２０円／ｔ 

平均原料価格 ４９,６５０円／ｔ ４９,８６０円／ｔ ３８,７００円／ｔ 

 

■平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 7月～9月貿易統計値）×０.５２３９ 

＋プロパン平均価格（平成 26 年 7月～9 月貿易統計値）×０.０５９５ 

＝８４,７００円／t×０.５２３９＋８８,６５０円／t×０.０５９５ 

＝４９,６４９.００５円／t 

↓（10円未満四捨五入） 

４９,６５０円／t 

 

■原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

＝４９,６５０円／t－３８,７００円／t 

＝１０,９５０円／t   

↓（100円未満切捨て） 

１０,９００円／t 
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■調整額(１㎥あたり)の算定 

＜新潟地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８２円×（１＋消費税率） 

＝１０,９００円／１００円×０.０８２円×１.０８ 

＝９.６５３０４円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.６５円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８８５６円（０.０８２円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.６５円(税込)調整します。 

●平成２６年１１月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり０.１８円(税込)

の引き下げとなります。 

 

＜長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７８円×（１＋消費税率） 

＝１０,９００円／１００円×０.０７８円×１.０８ 

＝９.１８２１６円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.１８円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８４２４円（０.０７８円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.１８円(税込)調整します。 

●平成２６年１１月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり０.１７円(税込)

の引き下げとなります。 

 

＜三条地区、栃尾地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７６円×（１＋消費税率） 

＝１０,９００円／１００円×０.０７６円×１.０８ 

＝８.９４６７２円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

８.９４円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８２０８円（０.０７６円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋８.９４円(税込)調整します。 

●平成２６年１１月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり０.１７円(税込)

の引き下げとなります。 

 

＜川口地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８０円×（１＋消費税率） 

＝１０,９００円／１００円×０.０８０円×１.０８ 

＝９.４１７６０円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.４１円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８６４０円（０.０８０円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.４１円(税込)調整します。 

●平成２６年１１月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり０.１８円(税込)

の引き下げとなります。 

 


